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高齢の者権利擁護を考える集い

高齢者を守る制度とするために

～家族の立場から～

北海道認知症の人を支える家族の会

事務局長 西村 敏子

資料４
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認知症の人を支える家族の会について

・昭和62年6月に創立

まだ認知症（当時痴呆症）の理解も情報も社

会的な支援もなかった時代から家族同士で励

まし合い、支え合い、認知症の理解を求めて

各地で活動している団体で、道内には4３支部

がある。
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家族の会の活動

3

＜相＜相＜相＜相 談談談談 事事事事 例＞例＞例＞例＞

◎通帳がなくなったと何回も銀行や郵便局に電話を掛けるので

相手方から対応を迫られる

◎認知症と診断されたらお金を下ろせないのか

◎１０００万円以上の貯蓄がある場合、家族が後見人になれな

いのか

◎親の財産を巡ってのもめごと など

4



成年後見制度に関する会員の意識調査しました

♢期 間 11月17日から12月15日

♢対 象 会員100名

♢回収率 84％
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１．回答者自身について

・現在介護中が62％、女性が76％

・後期高齢者が48.8％

・子供がいないが28.6％

・彼介護者は30.4％は実母、27.5％夫、妻、実父。

複数介護をしている方もいた。

・認知症と診断されている人は74.7％
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２ 成年後見制度について

《内容について理解》

・利用している（利用した） 4名

・利用することに決めた理由 事例から

・利用して良かった・・・安心できる 相談相手になってくれる

・利用して困った・・・費用かかる 本人のために本人のお金

を使えない 報酬が自由に決められない 使い勝手が悪い

十分理解十分理解十分理解十分理解 理理理理 解解解解 少し少し少し少し 言葉を聞い言葉を聞い言葉を聞い言葉を聞い

た程度た程度た程度た程度

全く分から全く分から全く分から全く分から

ないないないない

法定後見 ２．４％ ２０．２％ ４１．７％ ２２．６％ １３．１％

任意後見 ２．４％ １９．０％ ３３．４％ ２０．２％ ２５．０％
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事例1

60代男性 妻アルツハイマー型認知症

夫婦二人で子供なし。信頼できる親族、知人なし。万

一男性が死亡した場合、財産をほぼ全額妻が相続す

るが、財産を管理する人がいない。弁護士に相談した

結果利用している。任意後見制度も利用中。

弁護士以外どこに相談したらよいかどこが信用できる

のかわからなかった。費用が高い。とても難しくわから

ない点が多い。途中でやめられない。後見人を変えら

れない。家族が自由にお金を使えない。

現状制度は身寄りがいないなどのみ有効だとは思う

が改善が必要である。
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70代女性。姉 認知症

後見人制度ができて2年目から利用。何もわか

らなかった。当時、専門家を頼んだほうが良い

のか裁判所に相談したら、妹さんでいいとのこと。

同居しているので、介護保険の利用も自由にで

きるので、専門家を頼まなくてよかった。安心し

て銀行へいける。ただ、生活に関係ないお金は

出し入れできないのが、デメリットと感じている。

事例2
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《後見制度を利用していない（しなかった）理由》

家族間でできている ５３５３５３５３.８％８％８％８％

制度の内容が良くわからない ２３．８

本人が管理できている １３．８

財産がない １２．５

提出書類が多く手続が難しそうだ １１．３

後見人の報酬が高く、自由に報酬額を決められない １０．０

財産を自由に使えない １０．０

誰を選べば良いかわからない １０．０

初期費用が高い ７．５
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• 任意後見制度を利用したくない：５５％
– 年金収入だけで余裕がない
– 家裁の申立てなどの手続が複雑である

– 後見人の報酬が発生し財産状況や生活状況が外に出ることに抵抗が
ある

• 市民後見人は知らない：７０％
• 法人後見について知らない：６４％
• 日常生活自立支援事業は知らない：５２％

• あなた自身、将来自分や家族が認知症になるかもしれないと
考えた時の財産管理について

– 制度を利用したい（11.8）

– 本人の預貯金管理や不動産の財産処分がでた時点で考えたい（25.0）

– よくわからないので利用しない（11.8）

– 今は考えたくない（19.3）

– その他（32.1）
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今後に期待すること

１．利用しやすい制度に見直し

２．日常生活自立支援事業の拡充

３．もっと普及啓発を

４．障がいや病気への理解
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